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合同点検と対策会議を実施します！
～ 交通事故防止に向けて、県警・国・県・市が合同点検 ～

鳴門警察署、国土交通省徳島河川国道事務所、徳島県、鳴門

市、鳴門市交通安全協会では、県道瀬戸撫養線、国道 11号の

交通事故防止に向けて合同点検・対策会議を実施します。

【日 時】平成23年 1月 25日（火）13:30～ 16:00

【点検場所】県道瀬戸撫養線 鳴門市撫養町～瀬戸町
せ と む や む や せ と

国道１１号 鳴門市北灘町
き た な だ

【会議場所】鳴門警察署4階会議室

【概要】
・県道瀬戸撫養線では年末年始にかけて2件の『交通死亡事故』が発生し、

国道１１号鳴門市北灘町では昨年6月に『正面衝突事故』が発生しました。

・また、国道１１号では『北灘町のスピード違反などの取り締まりを強化

してもらいたい。』との意見もあります。

・この度、各現場における道路利用の実態や現状、事故の発生原因などを

確認するため、鳴門市・鳴門市交通安全協会も参加の上、合同点検及び

今後の事故対策に向けた意見交換を行います。

・合同点検後は、その結果をふまえて事故対策を検討の上、順次対策を

実施していく予定です。

・今後とも、地域の皆様方の声を聞きながら、より良い道路管理を行って

いきたいと考えていますので、ご意見・ご要望を下記のアドレスまで

お寄せ下さい。

http://www.skr.mlit.go.jp/cgi-bin/tokushima/form.cgi?formid=form001

徳島県 鳴門警察署

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

徳島県 東部県土整備局（鳴門）

本施策は、四国圏広域地方計画「ＮＯ． ５圏域の連携による発展に向けた地域力向上プロジェクト 」の取組に該当します。

【問い合わせ先】

［県道関係］

徳島県 鳴門警察署

交通課長 森 利行 TEL： 088-685-0110
もり と し ゆ き

［国道関係］

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 徳島国道出張所

出張所長 田中 元幸 TEL： 088-699-4511（直通)
た な か も と ゆ き
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